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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第２区分
【発行日】令和2年4月30日(2020.4.30)

【公開番号】特開2018-159462(P2018-159462A)
【公開日】平成30年10月11日(2018.10.11)
【年通号数】公開・登録公報2018-039
【出願番号】特願2017-58334(P2017-58334)
【国際特許分類】
   Ｆ１６Ｃ  17/03     (2006.01)
   Ｆ１６Ｃ  33/10     (2006.01)
   Ｆ０１Ｄ  25/16     (2006.01)
   Ｆ０２Ｃ   7/06     (2006.01)
   Ｆ０１Ｄ  25/18     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ１６Ｃ   17/03     　　　　
   Ｆ１６Ｃ   33/10     　　　Ｚ
   Ｆ０１Ｄ   25/16     　　　Ａ
   Ｆ０１Ｄ   25/16     　　　Ｂ
   Ｆ０２Ｃ    7/06     　　　Ｚ
   Ｆ０２Ｃ    7/06     　　　Ｄ
   Ｆ０１Ｄ   25/18     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】令和2年3月23日(2020.3.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸受面を有する第１部材と、
　前記第１部材の背面側に設けられる第２部材と、を備え、
　前記第１部材の背面、または、前記第１部材の前記背面に対向する前記第２部材の表面
の少なくとも一方は、前記第１部材と前記第２部材との間に空洞を形成するための凹部を
有し、
　前記第１部材は、銅又は銅合金により形成され、
　前記第２部材は、鋼により形成される
ことを特徴とするティルティングパッド軸受用の軸受パッド。
【請求項２】
　前記第２部材の背面側に設けられ、前記第１部材及び前記第２部材を傾動可能に支持す
る支持部材をさらに備え、
　前記凹部は、前記軸受パッドの平面視において、前記支持部材の設置範囲の少なくとも
一部にわたって形成されることを特徴とする請求項１に記載のティルティングパッド軸受
用の軸受パッド。
【請求項３】
　前記凹部は、前記軸受パッドの平面視において、前記支持部材の前記設置範囲の全体に
わたって形成されることを特徴とする請求項２に記載のティルティングパッド軸受用の軸
受パッド。
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【請求項４】
　前記空洞は、前記軸受パッドの外部空間に連通していることを特徴とする請求項１乃至
３の何れか一項に記載のティルティングパッド軸受用の軸受パッド。
【請求項５】
　前記ティルティングパッド軸受は、前記軸受面に潤滑油を供給するためのノズルを備え
た直接潤滑方式の軸受を含むことを特徴とする請求項１乃至４の何れか一項に記載のティ
ルティングパッド軸受用の軸受パッド。
【請求項６】
　請求項１乃至５の何れか一項に記載の少なくとも一つの軸受パッドと、
　前記少なくとも一つの軸受パッドの外周側に設けられ、前記少なくとも一つの軸受パッ
ドを保持するように構成されたキャリアリングと、
を備えることを特徴とするティルティングパッド軸受。
【請求項７】
　少なくとも一つの軸受パッドと、
　前記少なくとも一つの軸受パッドの外周側に設けられ、前記少なくとも一つの軸受パッ
ドを保持するように構成されたキャリアリングと、を備え、
　各々の前記軸受パッドは、
　　軸受面を有し、銅又は銅合金により形成される第１部材と、
　　前記第１部材の背面側に設けられ、鋼により形成される第２部材と、
を含み、
　前記キャリアリングは、
　　前記軸受面に潤滑油を供給するための少なくとも一本の給油ノズルを含む
ことを特徴とするティルティングパッド軸受。
【請求項８】
　請求項６又は７に記載のティルティングパッド軸受と、
　前記ティルティングパッド軸受によって回転自在に支持されるロータ軸と、
を備えることを特徴とする回転機械。
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